
　遺児および父子世帯の日常生活の負担を少しでも軽減

するために手当を支給します。

○対象者

（１）遺児手当

　　　父母の両方が死亡した児童、もしくは生死不明・

　　　拘禁等により父母がいない児童

（２）父子手当

　　　父母が婚姻を解消した児童、もしくは死亡・生死

　　　不明・拘禁等により母がいない児童

　※児童：義務教育終了前の者

○支給を受ける者

（１）遺児手当

　　　当該児童と同居して生計を同じく、かつ養育して

　　　いる者

（２）父子手当

　　　父子世帯児童の父、または当該児童と同居して生

　　　計を同じくし、かつ養育している者

○支給要件

　　　対象者が平成20年10月1日現在、本市に住所を有す

　　　る者（ただし、父子世帯児童にあっては当該父子

　　　世帯児童となった日から引き続き1年以上父と生計 

　　　を同じくしている者）

○金　額

　　　年額24,000円

　　　（ただし、2人目以降は1人につき6,000円を加算）

○申請方法

　　　10月31日（金）まで福祉課（串木野庁舎）及び

　　　健康福祉課（市来庁舎）窓口で申請を受け付けて

　　　います。

　　　※申請書は福祉課及び健康福祉課にあります。

○その他

　　　・児童が社会福祉施設（保育所を除く）に入所し

　　　　ているときは、支給されません。

　　　・扶養義務者の所得などによって支給に制限があ

　　　　ります。

　　　・前年度受給した方も再申請が必要です。

※詳しくは、福祉課及び健康福祉課におたずねください。

　国民健康保険では、年１回人間ドック費用の一部を助成

しています。

　日本人の死因の上位を占めるがん、心臓病、脳卒中など

の生活習慣病は、初期の症状がほとんどないので、定期的

に人間ドックや各種検診を受診し、その結果を今後の生活

に活かして、生活習慣を上手にコントロールしていくこと

が健康づくりにつながります。健康づくりは自分自身の自

覚が必要です。

　毎日を健やかに送るために、病気の予防、早期発見・早

期治療に努めましょう。

※人間ドックを受診後、この助成金の支給申請をされた方

　は、特定健診を受診する必要はありません。

○助成対象者

　国民健康保険の被保険者で40歳から74歳までの人

　（ただし、長寿医療制度（後期高齢者医療制度）加入者

　は除く）

○助成金額

　1日ドック

　2日ドック　　検診料の7割助成

　脳 ドック　　　（1,000円未満の端数は切り捨て）

○助成金の請求手続き

　人間・脳ドックを受診された方は、検査結果書・領収書・

　被保険者証・印鑑・世帯主名義の通帳（郵便局以外）を

　持参してください。

○問合せ

　健康増進課保険給付係

※脳ドックの内容・予約等については、脳ドックの実施医

　療機関にお問い合わせください。

　鹿児島県では、高次脳機能障害者支援センターを開設い

たしましたので、お知らせいたします。

○事業内容

　①相談支援事業

　②普及啓発事業

　③研修事業

○相談日時等

　①相 談 日  毎週火・木・金（祝日除く）

　②相談時間  9：00～12：00    13：00～16：00

  ③相談方法  電話相談，面接相談（要予約）

　④対 応 者  高次脳機能障害者支援員等

　※相談・問い合わせ等につきましては、下記へご連絡く 

　　ださい。

○問合せ先

　　鹿児島県高次脳機能障害者支援センター

　　〒890－0065

　　　鹿児島市郡元3-3-5（県精神保健福祉センター内）

　　　☎099-252-3366

｝



　65歳以上の高齢者を対象としたインフルエンザ予防接

種をいちき串木野市内の協力医療機関で下記のとおり個

別接種として実施いたします。

　対象となる方には、個別通知しますので、詳しくは同

封されているチラシをご覧ください。（長期入院・入所

の方で事前申し出があった方には直接、医療機関等施設

へ配布いたします。）

〇実施期間　10月20日（月）～12月12日（金）

〇対 象 者　・接種当日に満65歳以上の方

　　　　　　・60歳以上65歳未満であって、心臓、じん

　　　　　　　臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不

　　　　　　　全ウイルスによる免疫の機能に障害を有

　　　　　　　するものとして厚生労働省令に定める方

〇接 種 料　1,000円

〇そ の 他　接種を希望される方は、受診票と自分を証明

　　　　　　できるもの（保険証等）を持参し、体調の良

　　　　　　い日に接種されることをお勧めします。

　※インフルエンザの予防接種は、接種を受ける法律

　　上の義務はありません。自らの意思で接種を希望

　　する方のみに接種を行います。

　空き地の雑草は、定期的に刈り取りましょう。

　雑草類が繁茂すると、次のような生活環境の悪化をも

たらします。

①交差点などの角地に高く繁茂すると、見通しが悪くな

　り交通事故につながる。

②ごみなどが不法に投棄される。

③害虫の発生場所になる。

④立ち枯れて、枯れ草の火災原因になる。

　このように、雑草類が繁茂し周辺住民に迷惑にならな

いよう、空き地の所有者や管理者は早めに対応され適正

な管理をお願いします。

　『いちき串木野市市民の手による美しいまちづくり推

進条例』が施行されていますので、ご留意方をよろしく

お願いします。

　いちき串木野市各種婦人団体連絡協議会主催の善意バ

ザーが開催されます。

　バザーの売上金は、市内各小・中学校の図書購入費や

福祉活動へ寄贈されます。

　市民の皆様の多数のご来場をお待ちしています。　

○日　時　10月26日（日）  9：00～12：00

○場　所　いちきアクアホール

○日　　時　10月25日（土）8：30～12：30

　　　　　※雨天の場合は10月27日（月）に延期

○会　　場　いちき串木野市多目的グラウンド

○主    催  いちき串木野市体育協会

○参加資格　いちき串木野市居住者に限る

○チーム編成　1チーム　5人編成

○参 加 料　1人　500円（当日徴収）

○申込締切  10月14日（火）まで

○申 込 先  いちき串木野市グラウンド・ゴルフ協会

　　　　　　事務局長　宮下（☎・FAX32-8272）まで

〇開 講 式　10月30日（木）20：00～21：30

〇場　　所　市来体育館及びB＆G海洋センター体育館

〇期　　間　10月30日から12月２日まで

　　　　 　（全10回　毎週火、木曜日開催）

　　　　　　火曜日：Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

　　　　　　木曜日：市来体育館

〇対 象 者　市内に居住する18歳以上の方

　　　　 　（初心者の参加を歓迎します）

〇定　　員　30名（定員になり次第締め切ります）

○参 加 料　保険料1,500円

〇申込方法　10月24日（金）まで（期日厳守）

　　　　　　市民スポーツ課（市来庁舎）または市来体育

　　　　　　館、Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館にある所定の

　　　　　　申込み用紙に必要事項を記入のうえ、保険料

　　　　　　1,500円を添えて、申し込んでください。

　12月７日（日）に開催される「いちき串木野市ふれあ

いフェスタ」において、農産物品評会を開催いたします。

　対象は、市内居住者が市内で生産した農産物等です。

　農産物の管理にご留意され多数の出品をお願いします。

　なお、農産物の規格等については、11月に広報いたし

ます。

○農産物品評会出品物搬入日時（予定）

　12月６日（土）9:00～12:00

○場所　いちきアクアホール駐車場特設テント

※出品者には、抽選で農業器具等の景品が当たります。



○家　　賃　入居世帯の所得に応じて設定されます。

○入居基準（主なもの）

　・持ち家がないこと

　・世帯の月額所得が20万円以下であること

　・同居する家族がいること

　・市税等（市税・水道料金など）の滞納がないこと

　・原則として、公営住宅に入居していないこと

　・入居者及び同居者が暴力団員ではないこと

○入居時必要なもの

　・敷金（家賃の3ヶ月分）

　・連帯保証人（2名）

○申込期間

　10月6日（月）～16日（木）

○抽選日

　◎ひばりが丘団地

　  10月20日（月）10:00～　串木野庁舎２階会議室

　◎日ノ出住宅

　  10月20日（月）14:00～　市来庁舎３階会議室

○入居予定日　11月1日（土）

○問合せ及び申込み先

　・市来庁舎　都市計画課　建築係

　・串木野庁舎　土木課　分室係

○期    日  10月17日（金）～19日（日）

　　　　　  各日　10：00～17：00

○会    場　かごしま県民交流センター

　　　　　　（鹿児島市山下町14-50）

○主な催し

・住まいと建築に関するパネル、写真、模型、材料展示

・新技術・新建材の展示

・講演会

・住まいと建築なんでも相談

・関係団体等による関連行事（作品展示・表彰式）

・親子木工教室、竹細工教室、建築ふれあい体験

○入 場 料  無料

○問合せ先　県庁住宅政策室（☎099-286-3738）

　郷土の味、手作り麦味噌の作り方を学びます。鹿児島

の味を生かし、健康を考えた減塩無添加のお味噌を手作

りしてみませんか！

○日　　時　11月4日(火)・5日(水)

　　　　　　9:00～13:00

○場　　所　冠岳コミュニティセンター

○対　　象　市内に居住又は勤務している女性を優先し、

　　　　　　男性の方も受講できます。

　　　　　　(2日間とも参加できる方)

○募集人数　15名

○受 講 料　無料(ただし、材料費実費負担)

○そ の 他　エプロン、三角巾、長靴、味噌を入れる容器

　　　　　　を持参ください。

○申 込 み　10月25日(土)までに、来館又は電話で働く女

　　　　　　性の家へお申し込みください。

　※定員になり次第締め切ります。

○日    時　10月22日（水）　13:30～15:30

○場    所　ホテルパレスイン鹿児島　孔雀の間（2階）

○対 象 者　事業主、人事労務担当者等

○内    容「企業が取り組む次世代育成支援」など

○定    員　100名程度

○申込期限　10月10日（金）

○問合せ・申込先　

　　　　　　（財）２１世紀職業財団　鹿児島事務所

　            ☎099-219-1597　　

○日    時　11月5日（水）　10:00～16:30

○場    所　鹿児島市勤労者交流センター第一会議室

　　    　　鹿児島市中央町10番地(キャンセビル7階)

○対 象 者　保育サポーター、保育士有資格者等

○内    容「発達段階の特徴とその援助」など

○定    員　50名（先着順）

○受 講 料　4,000円（テキスト・補償保険料等含む）

○申込期限　10月17日（金）

○問合せ・申込先　

　　　　　　（財）２１世紀職業財団　鹿児島事務所

　          　☎099-219-1597

鉄筋コンクリート

５階建（３階）

３ＤＫ・水洗ﾄｲﾚ

鉄筋コンクリート

４階建（１階）

２ＤＫ・水洗ﾄｲﾚ

鉄筋コンクリート

４階建（１階）

３ＤＫ・水洗ﾄｲﾚ

建設年度
募集戸数

住　宅　名　　　　　　　構造・設備　　　備　　考

ひばりが丘団地

(だいわ串木野店

近く)

日ノ出住宅

（市来庁舎近く）

平成元年度

1戸

平成９年度

１戸

単身入居可

（但し、60歳以上）

平成14年度

１戸

単身入居不可

単身入居不可



　商工業、農林業、水産業等の各業界が一体となり、地

場産品の開発宣伝及び販路拡大並びに観光誘致の推進を

目的とした標記イベントを次のとおり開催します。

　本イベントは、「エコ(環境)フェスタ」と題して環境

について考えていただくことも目的としております。み

んなでマイバック・マイ箸を持って地かえて祭りに参加

してみませんか。

　また、家庭から出た調理用廃油を廃油燃料化装置によ

りリサイクルを行い会場内の発電機の燃料に使う実験も

行います。ぜひ、調理用廃油をご持参ください。

　美しい地球は、みなさんの心掛けひとつで未来へ残せ

るはずです。

○日　時　10月18日(土)・19日(日)の2日間

　　　　　10月18日(土)　9：00～21：00

　　　　　10月19日(日)　9：00～17：00

○場　所　串木野新港隣接会場(西薩町)

○内　容　地元特産品等の展示販売や歌謡ショー、ゴーオ

　　　　　ンジャーショー、エネルギー体験コーナー、　

　　　　　TUNA引き大会、お宝抽選会、エネルギークイズ

　　　　　大会、郷土芸能、巡視船「とから」の船内見学、

　　　　　大気汚染物質計測機を搭載した大気測定車の展

　　　　　示、クリーンエネルギー自動車の展示・試乗会、

　　　　　等各種イベントの開催

　      （周辺イベント）

　　　　《18日》愛の献血、いちき串木野商工会議所主

　　　　　　　　 催のくしきの花火大会(19：00～)

　　　　《19日》いちき串木野オールドカーフェスティ

　　　　　　　　 バル

　　　　《両日》　田酒造主催の新焼酎祭り

※ゴミの持ち帰り運動にご協力ください。

※串木野駅と会場を結ぶ送迎バスを、1時間おき(8:30串

　木野駅発)に無料運行(臨時バス停設置)します。

※「地かえて」とは、中国の孟子の言葉から「地易皆然（ち

　をかうればみなしかり）」を引用し、「互いに地位・

　境遇を異にするから、行う所が違うのであるが、その

　立場をとりかえれば皆行う所は同一になる」という意

　味で、すなわち商工業・農林業・水産業が一致団結して、

　この祭りを進めることを指したものです。

○問合せ　いちき串木野づくし産業まつり実行委員会

          事務局（商工観光課内）

　献血は、私たちに一番身近なボランティアです。どう

ぞお誘い合わせの上お越しください。

○期　　日　10月18日（土）

○場　　所 「いちき串木野～地かえて祭り～」会場入口

○受付時間　10：00から16：00

○献血年齢　16歳から69歳まで

※ただし、65歳以上の献血については、献血される方の

　健康を考え60歳から64歳の間に献血経験がある方に限

　ります。

○日　時　10月18日（土）・19日（日）

　  　　　　10：00～16：00（両日とも）

○場　所　地かえて祭り会場（串木野新港隣接会場）

○内　容　18日（土）

　　　　　　10：00～16：00　

　　　　　　　交通安全館

　　　　　　　　・ちびっこ免許証コーナー

　　　　　　　　・パネル展示コーナー

　　　　　　　　・夜光反射材体験など

　　　　　19日（日）

　　　　　  10：00～10：20　演奏（県警音楽隊）

　　　　　  10：25～10：40　オープニングセレモニー

　　　　　  11：20～12：00　白バイトライアル

　　　　　  13：50～14：20　交通安全腹話術

　　　　　  14：25～14：45　ビンゴゲーム

　　　　　  14：50～15：10　エアバッグ展開実験

　　　　　  15：15～15：50　白バイトライアル

　　　　　　10：00～16：00（終日）　

　　　　　　　交通安全館

　　　　　　　　・ちびっこ免許証コーナー

　　　　　　　　・パネル展示コーナー

　　　　　　　　・夜光反射材体験

　　　　　　　マイカー点検教室

　　　　　　　踏み切り脱出実験

　　　　　　　ドライビングシュミレーターなど

　10月20日（月）から26日（日）までは、“行政相談週間”

です。

　これにちなんで、本市担当の行政相談委員による行政

相談所が開設されます。

　行政機関に対する苦情、意見、要望などについて相談

に応じます。

　相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

[串木野地域・市来地域合同]

○日　　時　　10月24日（金）　9：00～12：00

○場　　所　　串木野高齢者福祉センター

○相談委員　　東　節代　・　　重　涼子



　市では、少子化対策のための新たな取り組みとして、

結婚に向けた若者の出会いの場を創出する「いちき串

木野出会いサポート事業」を実施します。

　この事業は団体等から企画案を募集し、審査のうえ

採用された企画について市との委託契約により事業を

実施していただくもので、下記のとおり企画案を募集

します。

○募集内容

　①企画内容　独身男女の出会いの機会となる文化・

　　　　　　　スポーツイベント、セミナー、パーテ

　　　　　　　ィー・体験教室などの幅広い企画案

　②実施時期　平成20年10月～平成21年３月末

　③委託金額　30万円以内

○募集期間　　10月６日（月）～

　　　　　　　※採択数が、予算限度額になり次第終

　　　　　　　　 了します。

○応募方法　　応募書、企画提案書などの応募書類を

　　　　　　　企画課まで郵送又は持参してください。

※詳しい募集要項及び応募書類は、串木野庁舎２階　

　企画課にあるほか、市ホームページに掲載しています。

　平成20年度いちき串木野市文化祭を開催します。

　入場は無料です。多数のご来場をお願いします。

○芸能発表　11月２日（日）～３日（月）

　【市民文化センター】

○作品展示　11月１日（土）～４日（火）午前中

 【いちきアクアホール・市民文化センター（生け花他）】

※作品展示については、出品申請書を10月20日（月）

　まで（期日厳守）に、文化振興課またはいちきアク

　アホールへ提出してください。

※プログラムは、広報いちき串木野10月20日号に掲載

　する予定です。（各戸配布はありません。）

　なお、ご来場者には当日配布いたします。

　民間事業者等が有する経験と実績を活用し、市民サー

ビスの向上と管理経費の縮減を図るため、下記の施設を

平成21年４月から管理する指定管理者を募集します。

○募集施設  ①市来体育館、市来武道館、市民プール

            （担当課：市民スポーツ課  ☎21-5129）

            ②川北スポーツ公園

            　（担当課：産業経済課  ☎21-5123）

　　（※注）今回は、①と②を併せた４施設一括の募集

　　　　　　となります。個別に応募はできません。

○募 集 資 格 ・法人等の団体であること。（法人格　

　　　　　　　　 は必ずしも必要ではありませんが、　

　　　　　　　　　個人での応募はできません。）

                ・その他は募集要領による。

○募集要領配布  10月６日(月)～10月20日(月)

○現地説明会  10月17日(金)

○申 請 受 付  10月20日(月)～10月27日(月)

※募集要領等詳しくは各施設の担当課へお問い合せくだ

　さい。また、市ホームページにも掲載してありますの

　でご覧ください。

平成20年度

（後期）高度熟練技能者認定申請募集

10月は「労働保険適用促進月間」です

　労働者を一人でも雇用している事業主は、労働保険

（雇用保険・労災保険）への加入が義務づけられてい

ます。

  まだ、加入手続きのおすみでない事業主の方は、今

すぐ、加入手続きを行ってください。

　※加入についてのお問い合わせは

  　伊集院公共職業安定所  適用係まで

　　　☎099-273-3161

○申請対象者

　　当事業の趣旨にご理解いただき、所属企業等から

　の推薦を得られる、下記の業種・職種における豊富

　な実務経験（概ね20年以上）を有し、自他共に認め

　る高度な熟練技能をお持ちの方。

○申請受付期間　11月4日（火）～11月28日（金）

○対象業種（職種）

　① 自動車製造関係業種

　　　　　　　　（機械加工、仕上げ、金型制作）

　② 民生用電気製品製造関係業種

　　　　　　　　（金型制作、機械加工、仕上げ、）

　③ 電気機械器具製造関係業種（民生用電気製品製造関係業種を除く）

　　　　　　　　（機械加工、仕上げ、溶接）

　④ 半導体製品製造関係業種

　　　　　　　　（半導体用金型制作）

　⑤ 一般、精密、電気機械器具整備関係業種

　　　　　　　　（工作機械整備、生産加工機械整備）

　⑥ 航空機整備関係業種

　　　　　　　　（機械加工、表面処理）

　⑦ 鉄道車両整備関係業種

　　　　　　　　（修繕・改造）

○結果通知　平成21年2月中旬（予定）

○問合せ先　鹿児島職業能力開発協会

　　　　　　☎099-226-3240　FAX099-222-8020

　



　９月１日現在調製の海区漁業調整委員会委員選挙人名

簿の縦覧を行います。

　なお、名簿に登録されなければ選挙時に投票ができま

せん。この機会に登録されているか確認してください。

○縦覧期間　10月20日（月）～11月3日（月）

○縦覧時間　8：30～17：00

〇縦覧場所　選挙管理委員会事務局（市来庁舎１階）

　　　　　 あなたの一票が未来をつくる。

　　　～２０歳になったら選挙に行きましょう～

「パークゴルフ」は、新しくて、楽しくて、誰でも出来

るスポーツです。

 スポーツの秋です。職場、ご家族、ご近所、ご友人同士

で楽しんでみてはいかがでしょうか。

  市民の皆様の多数のご来場をお待ちしております。

○営業時間  10月～６月  9：00～17：00

            ７月～９月  9：00～19：00

○休 場 日  毎週火曜日

○料    金  大人(高校生以上)１名・・・500円

            子供(小・中学生)１名・・・300円

○そ の 他  回数券もあります

            大人用（11枚綴り）・・・5,000円

            子供用（11枚綴り）・・・3,000円

○問 合 せ  いちき串木野パークゴルフ場(☎32－8118)

　森林環境税は、「森林環境の保全及び森林をすべての

県民で守り育てる意識の醸成」を目的とした税制度で、

本県では平成17年4月にスタートしました。

　県民の皆様から納められた森林環境税は、「豊かな水

の供給」、「土砂災害の防止」など私たちの生活に多く

の恵みを与えてくれる森林を健全に守り育てていくために、

また森林の役割やその重要性を啓発するために役立てら

れています。

　本市においても、森林の間伐等環境整備やパークゴル

フ場の一部、その他冠岳小・川上小でも体験学習等に活

用されています。

○電話による税務相談の集中化について

　熊本国税局では、平成20年11月４日（火）以降、

納税者の方からの電話による一般的な相談は、「電

話相談センター」（熊本国税局内）に集中化いたし

ます。

　税務署の代表電話におかけいただいた電話は、自

動音声によりご案内しますので、アナウンスに従い、

番号をご選択ください。

　音声案内『１』　電話センターへおつなぎします。

　音声案内『２』　税務署へおつなぎします。

※電話料金については、おかけになった税務署ま　

　での通話料金でご利用いただけます。

　なお、税務署へご用の方や、個別的なご相談は、

　税務署へお電話ください。

※詳しくは、伊集院税務署（☎099-273-2541）まで

車の後部座席のシートベルト
で遊ばせないで！ 

～シートベルトがはずれなくなったという事故が発生しています。～
◆事例　子どもが後部座席のシートベルトで遊んでいたところ、ベルトが腹部に食い込み、はず
　れなくなった。車を止め、親がベルトをはずそうとしたが締まる一方だった。通りかかった高
　速パトロール隊にシートベルトを切断してもらった。　　　　　　　　（当事者：男児１０歳）

＜ひとことアドバイス＞
■後部座席にはチャイルドシートの装着に便利な「チャイルドシート固定機能付シートベルト」が装備されていま
　す。これは、いったんシートベルトを最後まで引き出すとロック機能が働き、その後は巻き込み方向にのみ動き、
　ゆるめることができないという仕組みのため、場合によってはシートベルトが体にからまってはずせないという
　危険性もあります。 
■子どもがシートベルトで遊ばないよう注意することが必要です。親は車内の子どもの動きに絶えず目を配り、
　また子どもを残して車から離れてはいけません。 
■体に絡まってはずせないとき、無理にはずそうとするとかえって締まってしまいます。万が一に備えてハサミな
　どを車に用意することが有効です。 
■2008年６月から改正道路交通法が施行され、後部座席もシートベルト着用が義務付けられました。チャイルドシ
　ートを使わない子どもが後部座席に乗る場合、シートベルトを装着することになるので、シートベルトの正しい
　知識を身につけましょう。 



　川内社会保険事務所では、次の日程で年金相談窓
口の時間延長及び休日開庁を実施します。ぜひ、こ
の機会にご自身の年金についてご相談ください。

【障害基礎年金】
　障害基礎年金とは、傷病により初めて医師・歯科
医師の診断を受けた日（以下、初診日）に国民年金
の被保険者等である者が、初診日より１年６月を経
過した日に障害等級１級または２級に該当する場合
に支給される年金です。
　原則、初診日の前日において、初診日の属する月
の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済
期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保
険者期間の３分の２以上でないと支給されません。
　また、平成28年４月１日前に初診日のある障害（初
診日が65歳未満の場合）については、保険料納付済
期間と保険料免除期間とを合算した期間が３分の２
以上の受給要件を満たしていなくても、初診日の前
日において初診日の属する月の前々月までの１年間
に保険料未納がない場合は、障害基礎年金が支給さ
れます。
　初診日が20歳前（国民年金加入前）の場合も障害
基礎年金が支給されることがあります。
年金額は・・
　障害基礎年金１級の支給額は年額990,100円
　　　　　　　２級の支給額は年額792,100円
【国民年金推進員がご自宅へ伺います】
　納付期限が過ぎても国民年金保険料の納付が確認
できない場合は、国民年金推進員（鹿児島社会保険
事務局職員）が納付等のご案内・相談のため、皆様
のお宅へお伺いしています。お伺いした際は、必ず
身分や名前を名乗り、お伺いした目的をご説明します。
　また、夜間や休日にお伺いすることもあります。
　保険料納付のご案内のほか、国民年金保険料や保
険料免除申請書等をお預かりしています。

　※�詳しいことは、川内社会保険事務所
　　（☎22-5276）までお問い合わせください。

　10月11日（土）から20日（月）までの10日間、全国一

斉に地域安全運動が実施されます。

　この運動は、防犯協会を始めとする地域安全に資する

関係機関、団体及び警察が期間を定め、地域安全活動を

さらに強化し、安全で安心して暮らせる地域社会の実現

を図ることを目的に実施するものです。

○スローガン　「みんなでつくろう安心の街」

　活動の重点は次のとおりです。

　(1)�子どもの犯罪被害防止

　(2)�住宅を対象とする侵入犯罪の防止

　(3)�振り込め詐欺の被害防止

　地域ぐるみで協力しあい、安全で安心できるまちづく

りに取り組みましょう。

○問合せ　いちき串木野警察署　生活安全刑事課

　　　　　（☎33-0110）

（問）年度途中で売買した場合の固定資産税は誰が払う

　　　のですか？

（答）固定資産税は、毎年１月１日現在の登記簿に記載

　　　されている所有者に対して課税する年税です。そ

　　　の年の１月１日時点に所有されている方に１年度

　　　分の納税義務が課せられます。（いちき串木野市

　　　では、５月上旬に年度分の納税通知書を発行して

　　　います。）年の途中で売買された場合、市役所で

　　　は月割計算や日割計算は行っていません。なお、

　　　固定資産税の清算については、売買契約締結時に

　　　売主、買主の間で話し合われることが多いようです。

○日  時　10月22日(水)　10：00～15:00

○場  所　市来庁舎　3階会議室

○相談員  川内社会保険事務所職員

※国民年金について、わからないこと、過去に厚生年金・

　船員保険などに加入されていた方も、ご相談ください。

【１０月の年金相談に関するお知らせ】
　

月　　実施日　　　　　年金相談受付時間

10月

１１日（土）
１２日（日）
１４日（火）
１８日（土）
１９日（日）
２０日（月）
２５日（土）
２６日（日）
２７日（月）

○月・火曜日　8：30～19：00
○土・日曜日　9：30～16：00

（※その他の平日は8：30から
　17：15まで）

2009年１月、上場会社の株券が電子化されます。

○株券電子化により、上場会社の株券は無効となり、

　株主の権利は証券会社などの金融機関の口座で電子

　的に管理されます。

○お手元の株券が本人名義になっていない場合は、電

　子化により株主としての権利を失うおそれがありま

　すので、証券電子化の実施前までに名義書換が必要

　です。

　　　電子化に関するお問い合わせは下記まで

　日本証券業協会　証券決済制度改革推進センター

　☎�03-3667-4500（平日9:00～17:00）

  株券をお手元にお持ちの方は必ずご確認ください。
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